平成１８年９月２２日

居宅介護支援事業所　様
福祉用具貸与事業所　様

諏訪広域連合介護保険課

介護保険を利用した福祉用具貸与に関する解釈について（お知らせ）
平素は諏訪広域連合介護保険行政の推進にご協力賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、以前に通知しましたとおり、介護保険制度改正によって平成１８年４月１日から介護保険の認定区分が【要支援１・要支援２・経過的要介護・要介護１】（以下軽度者）の方について、福祉用具貸与については一定の例外を除き介護保険の給付対象外となりました。

この一定の例外（平成１２年厚生省告示第２３号第１９号のイで定める状態像に該当する者：別紙表参照）の中で基本調査票では判断できない下記の２項目については、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより居宅介護支援事業者及び地域包括支援センターがその必要性を判断することにしているところです。

　１．車いす（付属品含む）の(二)【日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者】

２．移動用リフト（つり具部分を除く）の(三)【生活環境において段差の解消が必要と認められる者】

　なお、２．移動用リフトにおいては、（三）【生活環境において段差の解消が必要と認められる者】について例外規定で認められるものは【段差解消機】のみとなります。
（起立補助機能付き椅子等段差の解消を目的としていない移動用リフトについては、この(三)の例外規定の対象とはなりませんので、十分ご注意ください。）　→次ページ参照
介護保険福祉用具貸与の給付対象となる移動用リフトは下記のとおりです。

床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の寝台と車いすとの間等の移動を補助する機能を有するもの。（取り付けに住宅改修を有するものを除く）(但し、エレベーターおよび階段昇降機は除く)

・走行式リフト　→　Ｂ
・固定式リフト　→　Ｂ
・段差解消機　　→　Ｃ
・入浴用リフト　→　Ｂ
・昇降座イス　　→　Ａ





軽度者の貸与に関しては下記のとおりです





Ａ　起立補助機能付き椅子（立ち上がり補助機能付き椅子）


これは立ち上がりを目的とした福祉用具です。


⇒【日常的に立ち上がりが困難な者】は例外で給付対象です。


　　　　～この判断項目は基本調査3-1【立ち上がり】が「3.できない」の方～


　　　　【移乗が一部介助又は全介助を必要とする者】についても例外で給付対象となります。


　　　　～この判断項目は基本調査2-6【移乗】が「3.一部介助」又は「4.全介助」の方～�


Ｂ　①（走行式リフト）②（固定式リフト）③入浴用リフト


　　これらは移乗を目的とした福祉用具です。


⇒【移乗が一部介助又は全介助を必要とする者】は例外で給付対象です。


　　　　～この判断項目は基本調査2-6【移乗】が「3.一部介助」又は「4.全介助」の方～


　　　　【日常的に立ち上がりが困難な者】についても例外で給付対象となります。


　　　　～この判断項目は基本調査3-1【立ち上がり】が「3.できない」の方～�


Ｃ　段差解消機


　　これは段差の解消を目的とした福祉用具です。


⇒【生活環境において段差の解消が必要と認められる者】は例外で給付対象です。


　　　～判断の該当基本調査結果がないため、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより指定居宅介護（介護予防）支援事業者にその必要性を判断～








